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審査請求人

書

２ ２保 援第 ４ ８ ０ １ 号－ ３

二 ＼　し 北九州市小倉北区大手町１－１
処　分　庁　 北九州市小倉北福祉事務所長

▽上記審査請求人（以下「請求人」という。）＼から、平成2 し2年１ ２月 １ ３ 日 に提起

めあっ た上 記処分庁 の生活保護法（昭和２ ５年法律第！ ４４号。以下「法」という。）

に基づく、「生活保護法による保護の基準」（昭和３８年４月1/ 目厚生省 告示第１ ５

８号レ 以下「告示」とい う。）の別表第１第２章の２の（’2）のアの障害者加算（以

下＼「障害有力口算ア」という。）に係る平成２２年Ｊ２月分の保護変更決定処分（以

下「本件処分甲」。という。）及び別表第１第２章の２の（４）の障害者加算（以下

（家族介護料匸という。）に係る法第 ２４条第５項で準用する同条第４項に基づく

いわゆる「みなし却下処分卜（以下「本件処分乙」とい う。）並びに平成２ ３年 １月

14 入日に提 起のあっ た平成 ２２年 １２月分の家族介護料認定に係る保護変更決定

処分 （以下 「本件処分丙」という。）に対する審査請求（以下ﾐ 本件処分甲に係 る

ものを 「審 査請求甲」、本件妲分丿乙に係るものをF 審査請求乙」及 び本件処分丙 に

係 るものを「審査請求丙」とい う。）について√次のとおり裁決します。

主 文

処分庁の請求人に対する本件処分甲及び本件処分丙を取り消します。
審査請求乙を却下します。　　　　　ヶ　　　　　ダ

理 由

第１十審査請求の趣旨及び理由 六 十　　卜
本件審査請求の趣旨は、各々め処分(?)取消しを求めるという'もので、その理

由の要旨は、次のとおりと解されます。　／
１　 請 求 人（7）妻

っ
（以 下 「毒」 とい ヶ．） は

｀
ヂ 成 糾 年 ５月ユ ４ りに㎜F 淤

卜　　　　　　＼　　　　　　　　･.　　　　-1-　･･　　　　　　　　　　　　　　　　卜



を退院したが、処分庁は妻の生活状況等を同年１０月２０日まで調査しなかっ
た。　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　ニ
２　保護の実施機関は、常に被保護者め生活状況を調査しご保護の変更を必要と
認めるどきは、すみやかに職権をもってその決定行い、書面をもってこれを被
保護者に通知しなければならないとされている。　　　　　　　し
処分庁は、請求人らの身体状況、介護の状況について容易に把握し得たので
あるから職権により保護の変更をなすべきであったのに、処分庁は義務を怠り
請求人らに不利益を生じさせたのは任務懈怠である。‥‥ ‥
３　障害者加算ア及び家族介護料は、平成２２年１２爿に認定されたが、介護保
険の要介護１から要介護４に変更された際、調査により容易に需要を把握でき
た平成２２年１０月に遡及認定し、不足分を支給しなければならないこどは当
然である。遡及しないことは、違法あるいは不当である。　　 卜

第 ２　 処 分 庁 の 弁 明 の 趣 旨 及 び 理 由　　　　　 ▽　　　 △　　　　　　 二

処 分 庁 の 弁 明 の 趣 旨 は 、本 件 審 査 請 求 の 棄 却 を 求 め る と い う も の で 、そ の 理

レ 由 の 要 旨 は 、 次 の と お り で す 。

１　 障 害 者 加 算 の 認 定 に 当 た づ で は 、 告 示 や 「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領

に つ い て バ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 社 発 第24 厂6 号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 。以 下F 局

長 通 知 」と い う 。）で 、そ の 対 象 者 や 障 害 の 程 度 の 判 定 方 法 が 定 め ら れ て お り 、

請 求 人 が 主 張 し て い る よ 引 こ、凄 が 要 介 護 １ か ら 要 介 護 ４ に な っ た か ら と い っ
丶　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　 、　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
て 、 障 害 者 加 算 を 認 定 で き る も の で は な い 。

３　 局 長 通 知 に よ れ ば 、身 体 障 害 者 手 帳 等 を 有 し な い 妻 に あ っ て は 、医 師 の 診 断

卜 書 そ の 他 障 害 の 程 度 が 確 認 で き る 書 類 に 基 づ き 行 う こ と と さ れ て い る た め 、妻
■-　-　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　・　Ｊ

が通院している こ診断書の作成を依頼した。その結果、

平成２２年１１月１ ７ 日 に妻の障害程度が２級相当と診断されたため、その翌
分である同年１２ル1 日付けで障害者加算アを認定したものであり、違法又は
不当な処分に当たらない。　　　ノ　　　　レ　ｊ

３　家族介護料の認定に当たっては、①妻が障害者加算アに該当するこ と、②妻
が日常生活のすべてについて介護を必要とする状態であることの2 う の要件
が必要である。①については、上記２のとおり、平成２ ２年L2 月１日付けで
障害者加算アを認定したよ②については、同年1 2.月２０日に委託介護支援専
門員の協力を得て、妻のＡＤＬ（日常生活動作）の状況調査を行い、その結果、
妻が日常生活のすべ七について介護を必要とする状態であることを確認した。
そしてケース診断会議を経て、同年１２月１日付けで家族介護料を認定してお
り、違法又は不当な処分に当たらない。　ト　　　　　　　 レ　　　　　　 １

２



第３　認定事実　　　　　　 十　　　　　　　　▽　コ
当庁が認定した事実は、1次のとおりですO

1　 平成２０年８月７日
請求人らは、処分庁の管内で保護を受給したこと。

２　平成２１年：レ1月１２日
妻はヽ 抜陬謨原発悪仲リンパ碑等めたM1・! 病院に入院したこと・

３　平成２２年１月２８日　　　　　　ノ
妻 は 、 し た こ と。

４　 平 成 ２ ２年 おじ月１ ６ 日　　　 卜

処 分 庁 は請 求人 宅 を訪 問 し、亅 は 人 辻で妻 め状態は 非 常に悪 く。
宀
Ｏ 無菌 室そ 治 療 を宍行 ９１･い る が、今 祉 、状態 力 良 く|

巒 ●S?

､

●111qW

院 に な るだ ざ う と述 べ たご と。 十　　　 。･　　　　　　●　
・　　　　　Ｉ

･
５　 平成 ２２年 ３月 ２ ６ 日　　　　　　　　　 卜

請 求 人 は 、処 分庁 を訪 れ、妻 の障 害 年 金 につい て 相 談 した こ とレ これ に対 レ

処 分 庁 はご 年 金 相 談員 を紹 介 し 対 応 させ た ご と
Ｏ
ま た 、 請求 人 は 、妻 が退 院

どな ら だ 場合 に介 護 が必 要 とな る こ と かも 、 介護 扶 助 の 申請 を行 っ たこ と。

な お 、妻 は ６２歳 で 、介護 保 険 の被 保 険 者 以 外の者 （４ ０歳 ～ ６ ５歳 未満 の

者 で 医 療 保 険 未加 入 者 のた め、 介 護 保 険 に加 入 で き な い者 の うち 、 国が 指 定

す る16･ 疾 病 が原 因 で介 護 が必 要 とな っ た 場 合 に は 、 法 に よ る介護 扶 助 を利

用 で き る 者。 以 下 「介護 扶 助 １ ０割 の者 」 とい う。） で あっ た こ と。

６　 平 成 ２ ２年 ３月 ３１ 日　　　　　　 ：　　一　　　　　　　　　　 ノ

妻 は、　　　 丙院 に転院 し た こ と √
‥　

・ ’ｦ

７　 平 成 ２ ２年 ５月 ２４ 日　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

妻 は、 ㎜ 厠院 を場 晦 し た ご と。　　　卜　　　　 ＼　　 。･　
Ｉ 。。
。　　･

、　－　　　
。･

８　 平 成 ２ ２年 ５月 ２ ７ 日　　　　　 ’　　　　　　　　　　　　　　　 卜 十

（１） 妻 は 、 介護 の要 介護 認 定 につ い て、 次 の とお り判 定 さ れた こ と

・要 介護 度　　 要介 護 １　　　　　 ／

・有 効期 間　　 平 成2 ｀2年し3月 ２ ６ 日～ 平成 ２ ２年 ９月 ３０ 日

（２卜 処 分 庁 は請 求 人 に電 話 し 、 上記 要介 護 認 定の判 定 結果 を伝 え たこ と。

９　 平 成 ２ ２年 ６月 ４ 日　　　 十　　　　　 し

」 青求 人 は 、 処 分庁 を訪 れ、 介 護 事 業 所 を 決 定し た 旨及 び 介 護プ ラン とし て 、

入 浴 介 助 、訪 問看 護 を 要望 し たい 旨述 べ た こ と。　 犬

10 ∧ 平 成 ２２年 ６月1  5  Eヨ　 ト　　　　　　 犬　　　　　 ＼　 △

処 分 庁 は 、妻 に つい て 、訪 問看 護 、車い す貸 与、ス ロ ープ 貸 与 をサ ー ビス 内

=容 とす る 介護 扶 助 を認 定 し たこ と。

11　 平 成 ２２年 ７月 ５ 日卜 ｀　　　　　　　･･　　　　　　　　　ﾉ

-３ -。　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い



処 分 庁 は 、 妻 に つ い て 、 次 の 介 護 扶 助 の 住 宅 改 修 を 認 定 し た こ と 。

・ 屋 内 玄 関　　 手 す り ’　 ２ か 所　 卜 卜　　　　　　　　 ∧

・　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　 。
二　 段 差 解 消　TL か 所　　　　　　

ご　　　　　　　　　 レ

’　･
い
居 室　　　　 手 す り　　 １ か 所　 ｀　　　　　　　　　　 ト　　　　　 ニ

12　 平 成 ２ ２ 年7^29 日　 二　 ∧　　 ＼　　　　　　　　　　
ノ　　　 ト

１　　　　 １　　．　　Ｉ　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
処 分 庁 は 、 妻 に つ い て 、 次 の 介 護 扶 助 の 福 祉 用 具 （ 入 浴 補 助 用 具 ） 購 入 を 認

定 し た こ と 。　　　　　　　 十　　　　　　　　　　　　　 ▽　　 二

・ シ ャ ワ ー チ ェ ア コ ン パ ク ト お り た た み タ イ プ レ　　　　　　　　　 ダ

・ ス テ ン レ ス 製 浴 槽 台 ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十

・ 高 さ 調 節 付 浴 槽 台 滑 り 止 め シ ー ト

13　 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ！ ４ 日

処 分 庁 は 、 妻 の 要 介 護 認 定 （ 更 新 ） の 結 果 、次 の と お り 判 定 さ れ た こ と か ら 、

妻 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー に 連 絡 し た こ と 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀

・ 要 介 護 度　　 要 介 護 ４

パ 有 効 期 間　　 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日

14　 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　 づ

請 求 人 は 、 処 分 庁 を 訪 れ 、 妻 の 介 護 を 行 っ て い る の で 加 算 （ 家 族 介 護 料 ） が

付 く の 變 は な い か と 質 問 し た こ と 。 こ れ に 対 し 処 分 庁 は 、 よ く 調 べ て 、 後 日 、

回 答 す る 旨 伝 え た こ と
Ｏ卜　　　　　　　　 し　　　　　　　　　　 才・　　　　　　 丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　 ■

ま た 、 請 求 人 は 、 妻 の 状 態 を 確 認 す る た め の 訪 問 調 査 を し て 欲 し い 旨 述 べ た

こ と 。　 づ　　　　　 ト　　　　　　 ト　　　　　　　　　　　　 一卜 、　　 ／

15　 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ７ 日　 ‥
‥
‥

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ　　Ｉ　　　　　　ｌ　　　　　 、
（ 士 ） 処 分 庁 は 、 来 庁 し た 請 求 人 に 対 し 、 妻 の 状 態 を 確 認 す る た め 訪 問 し た い の

で 都 合 の 良 い 日 を 教 え て 欲 し い 旨 伝 え た と こ ろ 、 請 求 人 は 、 今 こ こ で は 日 程

が 分 か も な い の で 、 ま た 連 絡 し て 欲 し い 旨 述 べ た こ と 。　　　 ＼　　 レ

１　　　　　　　　 ■　　　　　　　 Ｉ（ ２ ） 同 日 、 処 分 庁 は 、請 求 人 に 電 話 し 、 同 月 ２ ０ 日 に 訪 問 す る こ と と し た こ と レ

16　 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日　　 … …　　　　　　　　　　　　　　　　I.　
＼

処 分 庁 は 請 求 人 宅 を 訪 れ 、 饋 求 人 及 び 妻 に 面 接 ’し 、 そ の 内 容 は 次 の と お り で

あ っ た こ と 。 。･･ 。
・　　　　　　　　　･

。　　　　･ 。。･。･ 。　　　　　 ・。　　　　･･･

（ １ ） 処 分 庁 は 、 家 族 介 護 料 の 認 定 に 当 た っ て は 、 妻 の 障 害 者 加 算 ア が 認 定 さ れ

る こ と が 前 提 と な っ て い る が 、妻 は 障 害 者 手 帳 等 を 所 持 し て い な い た め 現 時

＼ 点 で は 該 当 し な い 旨 説 明 し た こ と 。 こ れ に 対 七 請 求 人 は 、 別 件 の 審 査 請 求 の

裁 決 書 を 示 し 、 妻 の 状 態 と 似 て い る と 述 べ た た め 、 処 分 庁 は 、 当 該 審 査 請 求
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　 ・
の 内 容 を 調 べ て み る 旨 回 答 し た こ と 。　　　　　　　　　　　　

、

（ ２ ） 処 分 庁 が 饋 求 人 に 妻 の 状 態 を 質 問 し た と こ ろ 、 請 求 人 は 、 食 事 全 介 助 で 歯

磨 き も 請 求 人 が 行 っ て い る 旨 、 風 呂 に 入 れ る と き は 、 ヘ ル パ ー に よ る 助 け は

-4-｡
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借りているが、ヘルパー１人で運べないときは、請求人も手伝っている旨、
及び排便については、妻は自身で排便できないため、ヘルパーに浣腸しても
ちったり、手をうっこんでもらい便を出している旨述べた｡こと。‥‥‥

17　平成２２年１ ０月 ２ ｙ日。

処分庁は請求人宅ﾚを訪れ√請求人に対し、告示別表第１第２章の３の（４卜
及び同（２）のアを書面で示し、家族介護料の対象者については、障害者加算
アが認定されることが前提となっている旨説明し、障害者加算の程度の判定は、
原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手
当認定通知書により行うが、これらを所持していない者の障害の程度の判定は、
保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類
に基づき行うこととされている拆説明したこと。そして、妻の障害の程度につ
いで、病状調査により確認する旨伝えたこと。
］｡8　平成２２年１１月８日　　　　　 ‥

処分庁は、 蜃訪問し、妻め主治医J（内科）に対し、

障害の程度を質問したところ、主治医は、身体障害者手帳の指定医ではないた
め、判断できないと述べたこと√

19　平成２２年１ １ 爿 ９日　　　　　　　　　　　　　　　　　 十
処分庁は、妻の障害の程度の判定に必要な診断書作成を

● 重事係こ電篩で依頼 ろ 主治 指定 協　
べしたい旨の説明を受けたこと。し　　　　卜
20　 平成２ ２年１１月1｀O日　　　　　　　　　　　　　 ◇　　　　　卜

処分庁は、 事係から、内科の指定医では判断が難
二 し い と 思 わ れ る た め 、整 形 外 科 の 指 定 医 に 一 度 診 て も ら い 、 計 測 を 受 け る 必 要

が あ る 旨 電 話 連 絡 が あ っ た こ ど ． 卜

21　 平 成 ２ ２ 年 Ｉ Ｌ 月 工 ２ 日　 １　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　
．　
．　・　

■．　　．　　　－

処 分 庁 は 、 請 求 人 に 電 話 し 、 上 記18 ―20 の 経 緯 を 説 明 し た こ と ．

22 / 平 成 ２ ２ 年11^1 ６ 日　 厂

妻 は、

23　 平成２２年11L 月２０日
処分庁は、

て診断及び計測を受けたこと。

ら妻に係る「身体障害者診断書・意見
書」を受領し、次め内容であったこと。　　　　　　 犬
＼　・障害の程度　　　２級相当（上肢３級、下肢４級匚
｡･診断書作成日　ヽ平成２２年１１月1.7 日

24　平成２２年１２月１日　　　　　　　　　　　　　卜　　　　 し　　コ
｀　処分庁は、請求人に電話し、本日付けで妻に対し障害者加算アを認定する旨
（本件処分甲）、及び家族介護料の認定に当たっては、妻が日常生活のすべて

＼　　　　　　　-5-　　　　　 犬　 二
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に つ い て 介 護 を 必 要 と す る 状 態 で あ る か ど う か 確 認 す る 必 要 が あ る た め 、委 託

介 護 支 援 専 門員 と訪 問 す る 旨 伝 え た こ と。　　　　　　　　　　 ▽

25　 平 成 ２ ２ 年くレ2 月 ２ 日　レ　　　　　　　　　　 ＼　　　 コ　 十　　 ｊレ

処 分 庁 は 、請 求 人 に 対 し 、本 件 処 分 甲 に 係 る生 活 保 護 変 更 決 定 通 知 書 を 送 付

し た こ と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二　 ∧

26　 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ ３ 日　　　　　　　 。･。・ 。・

誚 求 人 は 、 審 査 請 求 甲 及 び 審 査 請 求 乙 を 提 起 し た こ と。
卜

27　 平 成 ２ ２年 １ ２月 ２ ０ 日 ∧

処 分 庁 は 、委 託 介 護 支 援 専 門 員 と と も に 請 求 人 宅 を 訪 問 し 、妻 の 介 護 状 況 に

つ い て 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 は 次 の とお り で あ っ た こ と。∧
……

ま た 、 調 査 に づ い て は 、t
－6

徃 活 保 護 質 疑 問 答 集 」（以 下 「認 定 基 準 」

と い う。） に 基 づ き 、 食 事 、 排 泄 及 び 入 浴 の Ａ Ｄ Ｌ （ 町常 生 活 動 作 ） の 状 況 に

つ い て 、Ａ･Ｂ Ｃ の ３ 段 階 で 評 価 を 行 っ た こ と 。な お 、認 定 基 準 に よ れ ば 、食 事 、

排 泄 及 び 入 浴 の ３ 項 目 の う ち Ｃ が ２ 項 目以 上 あ る も の 、Ｃ が １ 項 目 あ り 、か つ
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　Ｉ　　　　　　・　　　　　　¶　　　丶Ｂ が １ 項 目 以 上 あ る も め 、又 は Ｂ が ３‘項 目あ る も の が 家 族 介 護 料 認 定 の 要 件 と

さ れ て い る 。＼　　　　　　　　　　　　
犬　　　　　　

二

ニ ア　 食 事 に つ い て　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二　　　 、

①　 動 作 に 係 る 評 価 区 分　　　　　　　　　　　　　　　
し

Ａ　 「や や 時 間 が か か っ て も 手 の 届 く 範 囲 に 食 物 が あ れ ば 、フ オ癲 ク ・

ス プ ー ン 等 を 使 用 し て 自 分 で 食 事 が で き る 」な ど、Ｂ よ り 程 度 が 軽 度

な も の 二

Ｂ　 適 切 に 調 理 し て い て も 、お か ず を 刻 ん で も ら うな ど 一 部 介 助 夸 要 す

尚　　　　 る。　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 犬　 っ

卜　 Ｃ　 ヶ「全 面 的 に 介 助 を 要 す る 」 な ど 、 Ｂ よ り 程 度 が 重 度 の も の

②　 調 査 結 果 は 、 以 下 の と お り で あ っ た た め 、 評 価 は 「Ｃ」 と し た こ と 。

十　　 ・食 事 の 内 容 は 、 エ ン シ ェ ア １ 缶 ／ 日 、 果 物 （イ チ ゴ ）、 ヨ ー グ ル ト 、

ニ ウイ ン ナ ー 等 、 主 食 は 軟 飯　 、ミ　　 ト　　 レ　　　　　 ノ

ト　　 ・ベ ッ ド を ギ ャ ッ ジ ア ッ プ （ ４ ５ 度 ） し 、請 求 人 が ス プ ー ン で 食 べ させ

て い る 。∧　　 匸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

・水 分 は ス プ ー ン で 飲 ま せ て い る 。 ベ ッ ド を 起 こ し て い る と き は 、 コ ッ

し　　　 ニプ で 飲 ま せ て い る 。　　 ニ　 ト　　　　　　　　　　　　 ノ

イ　 排 泄 に つ い て　　　　 づ　　　　　　　　 ∧　　･ 。・･･ 。･。　　　･･

＼ ①　 動 作 に 係 る 評 価 区 分　　　 卜　　　　　　　　 ／　 ‥ ‥
‥

二　　 Ａ 「手 す り を 用 い て 座 り 立 ち 上 が り が で き る 、ま た 、､や や 時 間 が か か

∧づ て も 衣 服 の 上 げ 下 げ 、後 始 末 が で き る 」 な ど、 Ｂ よ り 程 度 が 軽 度 の

も の　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　　　 ∧　　　　/

ｊ　　　　　　　　　　-6-　　　　　卜　　　ｙ　　　　　　　　　　　－　・



Ｂ　 便器 に座 らせ 不も ら うな ど一 部介 耡を 要 す る・卜
＼　　　 Ｃ　 「全 面 的 に介 助 を 要 す る 」 な ど、Ｂ よ り程 度 が重 度 の もの

②　 調 査 結果 は、 以 下 の とお りで あっ たた め、 評価 は 「Ｃ 」 とした こ と。

・オム ツ使 用　　　 ◇　　 卜　　　　　　　　 十

・ポー タブ ル トイ レへ 請 求 人 が 移 乗 させ 、排泄 、後 始 末･も全 て 請 求人 が

＼ 犬 行っ てい る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レ

ウ　 入 浴 につ い て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

犬　　 ①　 動 作 に係 る評 価 区 分

Ａ　 、「や や 時 間 が か か っ て も ス ポン ジ や シ ャ ワ ーを使 っ て 一 人 で 行 え

■　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　丶　　　　　　　　　　・る」 な どI、 Ｂ よ り程度 が軽 度 な も の　 レ　　　　 ＼

Ｂ　 体 を洗 っ て も ら うな ど一 部 介 助 を 要す るＯ　　　　 ■　　■　■
（⊇　 「全 面 的 に 介助 を 要す る」 な ど、Ｂ よ句 程 度 が重 度な ものし

②　 調査 結 果 は 、 以 下 の とお りで あう た ため 、評 価 は 「Ｃ」 とし た こ と。

レ･ 体調 が 良い 時 に は訪 問入 浴 車 を利 用 （月 ２～ ３回程 度）

・そ の他 は 、訪 問看 護 師 に清 拭や 陰 部洗浄 をし て も ら う。　 ト　 ニ

・洗 髪 は 、訪 問入 浴 時 のみ 。ノ　　　　　　　 ニ　 ト
28　 平 成2 し2年 １ ２月 ２ ７ 日　　 ／　　 ＼　　　　　　　　　　　　　

ミ　　･
。

処 分庁 は、ケ ー 坏診 断 会議 を 開催 し、家 族 介護 料 につ い て、同年 １ ２月 １ 日

付 け で認 定 す る こ とと した こ と。

29　 平 成 ２ ３年 １月 ４ 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厂

十 処 分庁 は、請求 人 に対 し 、平 成 ２ ２年 １ ２月 １ 白付 け で家 族介 護 料 を認 定し

た （本 件 処分 丙 ）旨 の生 活 保護 変 更 決 定通 知 書 を送付 し たこ と。同 通知 書 の変

更 理 由 に は、「平成 ２ ２年 １ ２月 １ 日請 求人 の加 算認 定 に よ る」ぺとの記 載 の み

であ っ たこ と。　　　　　 づ

30　 平成 ２３年 ］｡月 １ ４ 日　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

請 求 人 は 、審 査 請 求 丙 を提 起 し たこ と。　　　　　　　　　　　 ‥　　　 卜

第４　審査庁の判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 犬
］∧ 法は、保護の程度について、「厚生労働大臣の定める基準により測定した要
保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことめでき
ない不足分を補う程度において行うものとする」（法第８条第１項）こととし、
保護の基準について、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別そ
の他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満た
すに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」（第
β条第２項）と規定しています。また、法は、「保護は、要保護者の年齢別、

へ 哇別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮し七、有効且つ

-7-　　　　　　　　　　　　　　’I
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適切に行うもの」（法第９条）と規定しています。　　　　　　　､ ･･

1　　　　　　　　　　　　　　　・そして、これら法の規定を受けて、厚生労働大臣は、告示を定め、障害者加

算アについては、「身体 (昭和２５年厚生省令第１５号)
別 表 第 ５ 号 に 掲 げ る 身 体 障 害 者 程 度 等 級 表 （中 略 ） の １ 級 若 し く は ２級 又 は 国

民 年 金 法 施 行 令 （昭 和 ３ ４ 年 政 令 第1/8 4 号 ）別 表 に 定 め る １ 級 の い ず れ か に

該 当 す る 障 害 の あ る 者 」 と し 、家 族 介 護 料 にご⊃い て は 、 障 害 者 加 算 ア に 該 当 す

る 者 で あ っ て「当 該 障 害 に よ り 日 常 生 活 の す べ て に つ い て 介 護 を 必 要 と す る も

の を 、そ の者 と 同 一 世 帯 に 属 す る 者 が 介 護 す る場 合 に お い て は 、別 に12,0

６ ０ 円 を 算 定 す る も の とす る 。」 と さ れ て い ま す （別 表 第 １ 第 ２ 章 の ２ の （２）

の ア 及 び （４ ））。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

２　 審 査 請 求 乙 に つ い て

法 は 、保 護 の 変 更 申 請 に つ い て 、法 第。２ ４ 条 第 ５ 項 で 準 用 す る 同 条 第 ４ 項 に

お い て 、F 保 護 叩 申 請 を し て か ら ３〔〕日以 内 に 第 １ 項 め 通 知 が な い と き は 、 申

請 者 は 、 保 護 の 実 施 機 関 が 申 請 を 却 下 し た も の と み な す こ と が で き る 。」 と 規

定 し て い ま す 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

平 成 ２ ２年 ９月3 0 ’日 、請 求 人 が 家 族 介 護 料 が 付 く の で は な い か と 質 問 し た

の に 対 し 、 処 分 庁 は 調 べ て み る 旨 回 答 し て い る こ と か ら （前 記 認 定 事 実14 ）、

請 求 人 は 保 護 の 変 更 申 請 の 意 思 を 有 し 、 か つ 、｡申 請 の 意 思 を 表 明 し た も の と み

る｡こ と が 妥 当 と 判 断 さ れ ま す ノそ し て 、審 査 請 求 乙 を 蝪 起 し た 平 成 ２ ２年 １ ２

二月 １ ３ 日 時 点 （認 定 事 実26 ）で 既 に ３ ０ 日 を 超 え て い る こ と かも 、請 求 人 は 、

家 族 介 護 料 に 係 る 、上 記 の い わ ゆる 「み な し 却 下 」 処 分 （本 件 処 分 乙 ） に つ い

て 審 査 請 求 乙 を 提 起 し た も の と み る こ と が 相 当 で あ る と判 断 さ れ ま す 。

そう す る と 、平 成 ２ ３ 年 １ 月 ４ 日 に 処 分 庁 は 、平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 １ 日付 け で

家 族 介 護 料 を認 定 し て い る こ と か ら （認 定 事 実29 ）、 審 査 請 求 乙 は 、 救 済 す る

利 益 が な く な っ て い る と み ざ る を 得 ず 、不 適 法で あ る と 判 断 せ ざ る を 得 ま せ ん 。

よ っ て 、 審 査 請 求 乙 は 、 却 下 を 免 れ 得 ま せ ん
Ｏ　　　　　　　　　　 づ・　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　■

３　 審 査 請 求 甲 及 び 審 査 請 求 丙 に つ い て　　　 ／　　　　　　　　　 ＼

両 審 査 請 求 は 、障 害 者 加 算 ア 及 び 家 族 介 護 料 につ い て 、処 分 庁 が 平 成 ２ ２年

１ ２ 月 １ 日 か ら 認 定 し た こ と に 対 レ （認 定 事 実25 及 び29 ）、 請 求 人 は 、 処 分
・　　｜　　　　　　’　　　　●　　　　・　　　　　　　　　　I■

庁 の 調 査 の 遅 延 を 理 由 に 同 年 １ ０ 月 か ら の 遡 及 認 定 を 求 め て い る も の で あ り 、

以 下 検 討 し ま す 。　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼

（１ ） 法 は 、 保 護 の 実 施 機 関 に 対 し て 、「常 に 、 被 保 護 者 の 生 活 状 態 を 調 査 し 、

保 護 の 変 更 を 必 要 とす る と認 め る と き は 、す みや か に √職 権 を も っ て そ の 決

定 を 行 」 う こ と と 規 定 し て い ま す （法 第 ３ ５条 第 ２ 項 ）。

ま た 、 加 算 に 係 る 届 出 に つ い て 、「生 活 保 茵 問 答 集 に つ い て 」（平 成 ２ １ 年

３月3 1. 日付け厚生 労働省 社会 ・

８

ﾃ。゙以下 「問答集」



と い う。） で は 、「加 算 の 認 定 に 限 ち ず 、 最 低 生 活 費 の 認 定 は 、 一 般 に 本 人 の

申 告 √ 届 出 が 中 心 と な っ て 行 わ れ る べ き も め で あ る 。 し か し 、 実 施 機 関 の 側

に お い て も 対 象 者 の 需 要 発 見 に う い て 積 極 的 に 確 認 の 努 力 を す ぺ き で あ る

こ と は い う ま で も な い 。 し た が っ て 、 現 業 員 が 加 算 四 要 件 に 該 当 す る と 思 わ

れ る 者 を 発 見 し た と き は 、 た だ ち に 実 施 機 関 と し て 認 定 に 必 要 な 手 続 を は じ

二め る と と も に 本 人 に 対 し て 適 当 な 方 法 で 申 告 届 出 を 求 め る べ き で あ ろ う 。」

（問 答 集 問7-1  7) と さ れ て い ま す 。／　　　　　　　　　　　　 ／　 ＼

（ ２ ） ま た 、 介 護 保 険 法 （平 成 ９年 法 律 第 工 ２ ３ 号 ） に お い て は 、 要 介 護 状 態 と

は 、「身 体 上 又 は 精 神 上 の 障 害 が あ る た め に 、 入 浴 、 排 せ つ 、 食 事 等 の 日 常

生 活 に お け る 基 本 的 な 動 作 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る

期 間 に わ た り 継 続 し て 、 常 時 介 護 を 要 す る と 見 込 ま れ る 状 態 で あ っ て 、 そ の

介 護 の 必 要 の 程 度 に 応 じ て 厚 生 労 働 省 で 定 め る 区 分 （ 以 下 「要 介 護 状 態 区 分 」

と い う。） ″の い ず れ か に 該 当 す る も の 」（介 護 保 険 法 第 ７ 条 ） と 規 定 さ れ 、 要

介 護 状 態 区 分 の 要 介 護 ４ に つ い て は 、イ 要 介 護 認 定 等 に 係 る 介 護 認 定 審 査 会

犬 に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 省 令 」（平 成 １ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日 厚 生 省

卜 令 第 ５ ８ 号 。 以 下 「省 令 」 と い う 。） に お い て 、「要 介 護 認 定 等 基 準 時 間 が ９

０ 分 以 上1 ぐL.0 分 未 満 懲 あ る 状 態 （ 中 略 ） 又 は ご れ に 相 当 す る 認 め ら れ る 状

態 」（省 令 第 １ 条 第 １ 項 第 ４ 号 ） と 規 定 さ れ 、 こ の 要 介 護 認 定 等 基 準 時 間 と

は 、 「当 該 被 保 険 者 に 対 し て 行 わ れ る 次 に 掲 げ る 行 為 に 要 す る １ 日 当 た り の

時 間 と し て 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 方 法 に よ り 推 計 さ れ る 時 間卜 と さ れ 、 次

に 掲 げ る 行 為 と は 、「一　 入 浴 、 排 せ つ 、 食 事 等 の 介 護
ご　 二　 洗 濯 、 掃 除

¶　　　　　　■　　　　　　　　 ｆ　　　・　　　　　　　　　　・・　・　　　　　　　　　　　　ｌ　・　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　１
等 の 家 事 援 助 等　　　 三　 徘 徊 に 対 す る 探 索 、不 潔 な 行 為 に 対 す る 後 始 末 等

四　 歩 行 訓 練 、 日 常 生 活 訓 練 等 の 機 能 訓 練　　 籌　 輸 液 の 管 理 、 じ ょ く 瘡 の

っ 処 置 等 の 診 療 の 補 助 等 卜 （省 令 第 ３ 条 ） と 規 定 さ れ て い ま す 。　 。

そ し て 、 要 介 護 ４ は 、 清 潔 ・ 整 容 、 食 事 摂 取 、 衣 服 着 脱 、 排 せ う 、 入 浴 、

寝 返 り 、 起 き 上 が り 等 の 行 為 の う ち 、 複 数 の 分 野 で 、 少 な く と も １ 日 ３ ～ ４

回 は 、 異 な る 時 間 に 、 介 護 が 必 要 と さ れ る 場 合 等 ど 解 さ れ て い ま す｡

さ ら に 、「生 活 保 護 法 に よ る 介 護 扶 助 の 運 営 要 領 に つ い て 」（平 成 １ ２ 年 ３

月 ３ １ 日 社 援 第 ８ ３ ５ 号 厚 生 省 社 会･ 援 護 局 通 知 。以 下 「介 護 扶 助 運 営 要 領 」

二 と い う 。） に お い て 、 妻 の よ う な 介 護 扶 助 １ ０ 割 の 者 に つ い て は 、 障 害 者 自

立 支 援 法 （平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） の ＼「自 立 支 援 給 付 等 と 介 護 扶 助 と の

■　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　ｉ十 適 用 関 係 に お い て は 、 自 立 支 援 給 付 等 が 介 護 扶 助 に 優 先 す る 」 と さ れ 、「自

立 支 援 給 付 等 を 受 け る た め に は 身 体 障 害 者 手 帳 の 取 得 が 必 要 と な る こ と か

ら 、身 体 障 害 者 手 帳 を 取 得 し て い な い 者 に つ い て は 」、「要 保 護 者 の 病 状 調 査

票 等 に 基 づ き 、 そ の 病 状 を 把 握 し 、身 体 障 害 者 手 帳 の 取 得 が 可 能 と 考 え ら れ

る 障 害 を 有 し て い る と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 障 害 担 当 課 ぺ 照 会 を 行 う こ と 」。

十　　-9 一 白 ／



'｢病状調査等が未実施の場合は、要保護者の主治医に対して病状調査を行い、
当該要保護者の病状等に関する照会を行1うこと｣ とされていまず( 介護扶助
運営要領第５の２の( ２))。　　 二　　　　　　　　　　 卜

(3卜 本件においてはヽ 妻はヽ 平成２２年５月３４日に㎜ 吮院ﾂy退院し( 認
定 事 実 ７ ）、 同 月 ２ ７ 日 仁 要 介 護 １ と 判 定 さ れ （認 定 事 実 ８ ）、 同 年 ６ 月 １ ５

日 に は 訪 問 看 護 、 車 い す 貸 与 、 ス ロ ー プ 貸 与 の 介 護 扶 助 の 認 定 を 受 け て い ま

す （認 定 事 実10 ）。 さ ら に 、 同 年 ７ 月 ５ 日 に 手 す り 、 段 差 解 消 の 介 護 扶 助 の

住 宅 改 修 の 認 定 を 受 け （認 定 事 実11 ）、 同 月 ２ ９ 日 に は 福 祉 用 具 （入 浴 補 助

用 具 ） 購 入 の 介 護 扶 助 の 認 定 を 受 け て い ま す （認 定 事 実12 ）。 そ し て 、 同 年

９ 月 １ ４ 日 に 要 介 護 ４ の 判 定 を 受 け て い ま す･ （`認 定 事 実13 ）。

処 分 庁 は 、 妻 の 退 院 後 、 妻 め 身 体 状 況 、 生 活 実 態 把 握 の た め 家 庭 訪 問 調 査

を 行 っ て お らず 、平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日 に 請 求 人 か ら の 家 族 介 護 料 の 申 請 が 白

あ っ た た め （認 定 事 実14 ）、 同 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 に 訪 問 し 、 家 族 介 護 料 認 定 に

当 だ っ て は 妻 が 障 害 者 加 算 ア に 該 当 す る こ と が 前 提 で あ る 旨 及 び 妻 は 身 体

障 害 者 手 帳 等 を 所 持 し て い な い た め 現 時 点 で は 該 当 し な い 旨 説 明 し 、請 求 人

∇ の 介 護 の 状 況 を 聴 取 し て い ま す が （認 定 事 実16 ）、 妻 の 障 害 の 程 度 確 認 の だ
厂

め の 病 状 調 査 を 行 う 旨 の 説 明 は 同 月 ２ ７ 日 で あ り （認 定 事 実17 ）、 処 分 庁 が

主 治 医 に 面 接 し た の は 同 年 １ １ 月 ８ 日 で あ る こ と が 認 め ら れ ま す （認 定 事 実

18 ）。　　　　 十　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥
（ ４ ） 処 分 庁 は 、 障 害 者 加 算 ア の 認 定 に 当 た り 、 局 長 通 知 に よ れ ば 、 身 体 障 害 者

手 帳 等 を 有 し な い 妻 に あ っ て は 、医 師 の 診 断 書 そ の 他 障 害 の 程 度 が 確 認 で き

る 書 類 に 基 づ き 行 う こ と と さ れ て い か と め 、妻 が 通 院 し て い る 四
㎜

こ診 断 書 の 作 成 を 依 頼 し て い ま す 。 そ の 結 果 、平
卮
２ ２ 年1 牛 月

］/7 日 に 妻 の 障 害 程 度 が ２ 級 相 当 と 診 断 さ れ た た め 、そ の 翌 月 で あ る 同 年 １

２ 月 １ 日 付 け で 障 害 者 加 算 ア を 認 定 し た も の で あ り 、違 法 又 は 不 当 で は な い

旨 主 張 し ま す 。 、　　　　　　　　 ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｊ

∧ しﾉか し な が ら 、 上 記 （ で1･） の 問 答 集 の と お り 、 最 低 生 活 費 の 認 定 に お い て

は 、「実 施 機 関 の 側 に お い て も 対 象 者 の 需 要 発 見 に つ い て 積 極 的 に 確 認 の 努

し 力 を す べ き 」 も の で あ る と さ れ て い る と こ ろ 、 処 分 庁 は 、 上 記 （ ３ ） の と お

り 、 妻 の 退 院 後 、 速 や か に 妻 の 身 体 状 況 、 生 活 実 態 を 把 握 し て い ま せ ん 。 ま

た 、 介 護 扶 助 の 認 定 に 当 た り 、 上 記 （ ２ ） の と お り 、 障 害 者 自 立 支 援 法 に よ

万 る 自 立 支 援 給 付 費 等 が 法 に よ る 介 護 扶 助 に 優 先 す る こ と か ら 、身 体 障 害 者 手

帳 取 得 に つ い て 速 や か に 主 治 医 に 対 し て 病 状 調 査｡を 実 施 し 、自 立 支 援 給 付 費
。。

等 の 活 用 を 検 討 す べ き で あ っ た と 判 断 さ れ ま す 。 特 に 、 同 年 ９ 月 １ ４ 日 に 妻

の 要 介 護 状 態 区 分 が 要 介 護 １ か ら 要 介 護 ４ に 変 更 に な っ た 時 点 で は 、こ と さ

ら 、 病 状 調 査 を 実 施 す べ き で あ っ た と 判 断 さ れ ま す6　　・｡･ ｡ ●　　・　　　　　　
・

｡ 、｡、　　　　＼　　　　　　　　･･　･-10-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾚ　　　　　 ’･



以上のことから、処分庁は適期に訪問調査及び病状調査を実施し、妻の身
一体状況を把握すぺきであったと判断され、また、少なくとも妻の要介護状態
区分が変更となづだ同年９月１４日以降、速やかに病状調査を実施すれば障
害の程度を同月中に把握できたものと判断されます。　 Ｉ　　六

卜　 よって、処分庁の訪問調査活動が遅延した特別な事情が見当たちない以上、
障害者加算アについては、処分庁の調査遅延により、認定が遅れたものと判
断せざるを得ず、｡処分庁の主張は採卅できません。

（５）家族介護料について、ご処分庁においては、認定事実27 の､とおり、認定基
準を定めて、家族介護料の認定の適否を判断しており、当該認定基準によれ
＼ば、妻は家族介護料の認定の適用となります。
処分庁嵐 家族介護料は障害者加算アの認定が前提となっていることから、

妻め障害の程度が２級相当と判断ざれた後にＡＤＬ（日常生活動作）の状況
調査を行い、その結果をもって認定しており違法又は不当ではない旨主張し
ます。しかしながら、上記I（４）で述べたとおり、処分庁の調査遅延が認め

こられる以上√処分庁の主張は採用できません。　　　　　　　ご
（６）以上のとおり、本件処分甲及び本件処分丙は、処分庁の調査遅延を考慮し
ておらず、機械的になされている点で妥当性を欠いたものと言わざるを得ま
せん。十　　ノ　　　　 ト
″なお、法第２４条第５項で準用する同条第１項及び第２項において、保護
の変更申請に対しては、「申請者に対して書面をもって4 これを通知しなけ
ればならない。」とし、「前項の書面には、決定め理由を附さなければならな
＼い。」と規定しています。　　　　　　二　　　　　　　こ　　　　　＼
家族介護料については、前記３で判断したとおり、平成２２年=9月３０日

に申請があったにもかかわらず、平成２３年１月４日付け生活保護変更決定
通知書には、平成２２年１２月１日から家族介護料を認定する旨の記載めみ
で、それ以前の家族介護料を認定しない理由が記載されていません。この点、
理由付記に稗史があることを付言します。　　　　　　　‥　　　　　厂

第５　結論　　　　　　　　　 。’　　　　　　　 ．Ｉ　　　　　　　　･‘

以上のとおり、審査請求甲及び審査請求丙には、理由があるので行政不服審
査法（昭和･3 7年法律第１６０号）第４０条第３項の規定に基づ寺、また、審

犬 査請求乙は、不適法であるので行政不服審査法芻４０条第１項め規定に基づき、
主文のとおり裁決します。　　　　　　　　　　　　 レ　　　　　　 ニ
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この裁決に不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算
して３０日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求することができます(なお、裁
決があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であっても、裁決があった匯の翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり
ます。)。　　　　　　　　　　　　　　　　づ　レ
また
、この裁決については、ごの裁決があったことを知っ=だ日の翌日から起算し

て６か月以内に、この裁決の前提どなる処分をした北九州市を被告として(訴訟において北九州市を代表する者は、北九州市長となります。)処分の取消しの訴えを、‘
あるいはこの裁決をした福岡県を被告として(訴訟において福岡県を代表する者は、
福`岡県知事と･なります。)二この裁決め取消しの訴えを提起することができます(な
お、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決
があった日の翌日がら起算して１年を経過すると処分及び裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります、)。　　　　　　　　　　∧

平成２３年４月１９日

福岡県知事　　麻　生　渡
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